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●マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問

Ｑ１．現行の健康保険証は使えなくなりますか。
Ａ１．2024（令和6）年12月2日に現行の健康保険証の新規発行が終了するため、様々なメリットがあるマイナンバーカードの
取得と健康保険証利用をご検討ください。
マイナンバーカードを取得されていない場合などは、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を無償交付
される予定であり、そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
お手元にある有効な保険証は、その時点から最長1年間(※)使用することができます。 ※有効期限が2025（令和7）年12月1
日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで。

Ｑ２．生活保護受給者の医療券、各自治体が対応している子供医療費証明書は対象ではないのですか。
Ａ２．生活保護の医療扶助については令和６年３月にマイナンバーカードと一体化しました。一方で、各自治体が対応してい
る子供医療費証明書は現在検討中です。※デジタル庁が実施するモデル事業の自治体の一部の病院・薬局で一体化が始まって
います。

Ｑ３．医療機関・薬局において、マイナンバーカードの表（おもて）面の情報を確認するために、一時的に患者のマイナン
バーカードを預かることや、その表面をコピーして、管理しておくことは可能ですか。また、具体的にどのようなケースで、
こうした対応を行うことが想定されますか。
Ａ３．マイナンバーカードによる資格確認を行った際、保険請求の実施に必要な範囲内で、患者本人の了解の上、マイナン
バーカードの表面に印字された患者の氏名・住所等の情報を確認することや、そのために一時的に医療機関・薬局の職員が患
者のマイナンバーカードを預かることやその表面をコピーして保管することは差し支えありません。 このとき、医療機関・
薬局の職員が、意図せずにマイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを見てしまうことは、法令上問題になりませ
んが、マイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、裏面のコピーを取ったりすることはできません。
なお、マイナンバーカードの表面を確認する場面としては、具体的に、・マイナンバーカードによるオンライン資格確認を

実施した際、氏名・住所等に旧字等が含まれているため、黒丸「●」で表示され、正確な表記を確認する場合・何らかの事情
により、マイナンバーカードによるオンライン資格確認やその他の方法による資格情報の確認を行うことができず、患者から
被保険者資格申立書の提出を受け、マイナンバーカードの表面の情報を把握する必要がある場合・暗証番号認証を行う際、明
らかに本人であることに疑いがあり、マイナンバーカードの表面の写真を確認する場合等が想定されます。

Ｑ４．障害がある場合、職員の方に介助をお願いしてもよろしいでしょうか。
Ａ４．患者の方の希望によりご本人の前で支援を行うことを妨げるものではありません。
ご自身でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置くことが難しい等のやむを得ない事情があり、患者ご本人から
希望があった場合に、家族の方や介助者、職員等が患者のマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く等の必要な
支援を行うことは、差し支えありません。
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●マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問

Ｑ５．オンライン資格確認やマイナポータルにおいて別の方の情報が表示された場合、どこに問い合わせればよいですか。
Ａ５．万が一医療機関・薬局で別の方の情報が表示された場合は、国民の方は、国民向けマイナンバー総合フリーダイヤル
（0120-95-0178）か(※)、ご自身が加入されている医療保険の保険者にお問い合わせいただき、ご相談ください。

Ｑ６ 今年（2024年）の12月に保険証が使えなくなるのですか。マイナンバーカードがないと保険で受診できなくなりますか。
Ａ６ 今年（2024年）12月2日に現行の保険証の新規発行は停止されます。現在、使用している保険証は、その有効期限まで
（最長、来年（2025年）12月1日まで）、使用可能です。
今年（2024年）12月以降、転職や引っ越し等で保険資格が変わった場合や、使用中の保険証の有効期限が過ぎた場合、マイ

ナ保険証の利用登録を行っている方は、マイナ保険証利用で受診することになります。

Ｑ７ いま使っている保険証の有効期限はどこで確認すればよいですか。
Ａ７ 有効期限がある場合は、保険証に記載されています。ご確認ください。なお、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加
入されている方の多くは、保険証の有効期限が来年（2025年）7月または8月となっています。保険証をご確認ください。
また、健康保険組合の保険証の多くは有効期限がありませんが、その場合は、来年（2025年）12月1日まで使用可能です。

Ｑ８ マイナンバーカードの代わりに、スマートフォンで受診できるようになりますか。
Ａ８ マイナンバーカード機能をiPhoneに搭載できるよう、来年（2025年）春のリリースを目指して準備を進めています。搭
載後、一部の医療機関・薬局でiPhoneのマイナ保険証利用を速やかに開始し、順次、全国の医療機関・薬局に拡大する予定で
す。Androidのスマートフォンについては、iPhoneへの搭載開始と同じ時期に保険証利用を開始できるよう準備を進めていま
す。

Ｑ９ マイナンバーカードを紛失した場合、自分の医療情報が流出しないか不安です。
Ａ９ マイナンバーカードのICチップには、税や年金の情報、病歴等、プライバシー性の高い情報は記録されません。また、
マイナ保険証は、カードのICチップのほか、顔認証や暗証番号を組み合わせることではじめて、医療情報等を確認できる仕組
みです。マイナンバーカードだけでは、税や年金、医療等に関する情報を引き出すことはできません。

厚生労働省HP
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●マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問

Ｑ１０ マイナンバーカードを紛失した場合、再発行に時間がかかり医療機関・薬局に受診できなくなるのが心配です。
Ａ１０ 紛失等によりマイナンバーカードを再発行する必要がある場合は、現在、カードの受け取りまでに1か月程度かかり
ますが、今年（2024年）12月から、最短5日程度での再発行が可能になります。紛失時には、24時間365日フリーダイヤル マ
イナンバーカード総合窓口（0120-95-0178）に利用停止の連絡をした上で、居住する市区町村で再発行できます。

Ｑ１１ マイナンバーカードが読み取られなかったり、顔認証と暗証番号の両方がうまくいかなかったりした場合や、停電等
でカードリーダーが動いていないときはどうすればよいのですか。
Ａ１１ 顔認証と暗証番号のいずれも対応できなかった場合は、医療機関・薬局の職員がカードの写真を確認して受け付ける
方法（目視モード）が用意されています。

また、マイナ保険証の読み取りができない場合は、スマートフォンでマイナポータルにアクセスすることで、医療機関・薬局
に自身の保険証番号や、受診に必要な情報をスマートフォンの画面で提示することができます。

システム障害や停電、機器の故障時には、マイナンバーカードを提示し、以下の対応を実施いただくことで、保険が適用され、
自己負担割合分での受診が可能です（10割負担ではない）。
・再診の場合：過去の受診時の資格情報の確認する
・初診の場合：資格申立書に記載する

なお、マイナポータルに表示される保険資格の情報は、スマートフォンにダウンロードすることができます。一度、ダウン
ロードをすれば、マイナポータルにアクセスしなくても、医療機関・薬局にダウンロードした画面を提示することで、よりス
ムーズに受診できます。

また、保険証の新規発行の停止に伴い、保険資格の情報を記載した書類（資格情報のお知らせ）を該当する方々に送付します。
スマートフォンを利用していない方は、マイナンバーカードと併せてこの書類を提示することで受診が可能です。

デジタル庁HP
R6.10.8 確認
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●マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問

健康保険証の廃止に伴う修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等における児童生徒本人の被保険者資格の確認方法
について（周知）

問
現在、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においては、児童・生徒が医療機関 ・薬局を受診等する必要が生じ

た際に備え、保険証の写しを持参させる 取扱いが 一部で見られるところ、必ずしも 児童・生徒本人がマイナンバーカード
を持参することが容易でない場合において、保険証廃止後はどのように対応すればよいか。

答
○本年１２月２日に健康保険証の新規発行が終了した後は、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことが基本
となります。 修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においても、医療機関・薬局を受診等する可能性に備える必要
の程度に応じて、本人が マイナンバーカードを持参することが考えられます。

○ただし、 修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等において、児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参すること
が容易でないときには、 数日間の限られた使用であること、かつ、学校教員等の管理監督の下での使用が想定され、なりす
ましが起こることは想定され難いことから、マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウ
ンロードしたものやその印刷物、資格情報のお知らせ又はその写しを医療機関・薬局に提示するといった方法により、保険診
療・保険調剤を受けることは妨げられません。

〇こうした方法による確認の結果、療養の給付を受ける資格が明らかな場合には、医療機関等の窓口負担として、患者の自己
負担分（３割分等）を支払います。

他方、上記のいずれによる確認も行えない場合には、原則として、一旦医療費の全額（10割）をお支払いいただき、後日、資
格が確認できた際に、自己負担分を超える金額について医療機関・薬局から還付を受けることとなります。

厚労省 医療課
R6.3.1 事務連絡
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ご清聴ありがとうございました。

●ネクスト研修会の予定
12月 お休み
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